
ただし、年金所得者で医療費控除などの
適用を受ける場合は、所得税の確定申
告か市・県民税の申告が必要ですはい
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市民税・県民税の申告は3月15日(金)までに 所得税(国税)の確定申告については、
2月号広報に掲載予定です

30年中に収入があった（障害・遺族年金、
雇用保険の給付金などを除く） 

はい・いいえの矢印に沿って進んでください
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期間中、駐車場が大変混雑します。公共交通機関などをご利用ください。

1月1日現在、居住していた市区町村へ確認を
本市に市・県民税の申告は不要です

1 事業・不動産収入があった
2 譲渡所得があった
3 給与の年収が2,000万円を超えた
4 主な給与以外の給与収入やその他所得などがあった
5 雑所得などがあった（公的年金等の収入合計が
   400万円超や個人年金を受けていたなど）
6 生命保険の満期返戻金など上記に当てはまらない
   所得があった  

次のいずれかに該当した

1 医療費の支払いが一定額以上だった
2 住宅ローン等でマイホームを新築、購入、増改築した 
3 退職などにより、年末調整が済んでいない
4 災害などに遭った

次のいずれかに該当した

所得税の確定申告が必要です

確定申告、市・県民税の申告は不要です

市・県民税の申告が必要です

スタート
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所得がなかった人でも、次に該当する人は申告の必要があります。
● 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に市県民税の情報が必要と思われる人
●国民年金保険料の免除申請をする人
●障害者自立支援法の福祉サービス、自立支援医療(精神通院・更生)の受給が必要な人
●児童扶養手当、県遺児手当の受給を受ける人
●各種健康診査の負担金の減免を受ける人
●平成31年度（平成30年分）の所得証明書や非課税証明書が必要な人

　平成31年度市民税・県民税は、平成31年1月1日に長久手市に住所がある人に対して、平成30年中の所得をもとに課税されます。
　下のフローチャートは申告が必要かどうかを目安として調べるものです。必要な人は期限までに申告をお願いします。

31年1月1日現在、本市に居住していた 

確定申告、市・県民税の申告は不要です

30年中、給与所得者（会社員やパート）だった

確定申告をすれば、市・県民税の申告は
不要です。ただし、4の場合は、その他所
得等が20万円以下のときには、市・県民
税の申告のみ必要です

所得税の確定申告をすれば、所得税が
戻ることがあります。確定申告をした場
合、市・県民税の申告は不要です

勤務先から本市に給与支払報告書が提出されている（提
出の有無は勤務先に確認を）

確定申告、市・県民税の
申告は不要です

詳しくはお問い
合わせください

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3308



